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地方税法施行規則等の一部を改正する省令（記載要領） 新旧対照条文 （傍線の部分は改正部分）

改 正 後 改 正 前

第５号の14様式備考 第５号の14様式備考

１ この特別徴収票は、地方税法（以下「法」という。）第50条の２及び第328 １ 同左

条に規定する退職手当等について使用すること。

２ この特別徴収票の記載の要領は、次によること。 ２ 同左

(1) 「住所又は居所」の欄には、特別徴収票を作成する日の現況による住所 (1) 同左

又は居所を記載すること。

(2) 「個人番号」の欄には、退職手当等の支払を受ける者の個人番号（行政

手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（以下

「番号法」という。）第２条第５項に規定する個人番号をいう。以下同じ。

）を記載すること。

(3) 「支払金額」の項には、自己が支払う退職手当等についてその年中に支 (2) 同左

払の確定した金額（法第50条の３第２項及び第328条の２第２項の規定によ

りその例によるものとされる所得税法第202条に規定する退職一時金につい

ては、同条の規定により退職手当等の支払を受けたものとみなされる額に相

当する金額）を記載し、特別徴収票を作成する日においてまだ支払つていな

いものについては、これを内書すること。また、その退職手当等の全部又は

一部がこれらの規定によりその例によるものとされる所得税法201条第１項

第１号イに規定する特定役員退職手当等（以下「特定役員退職手当等」とい

う。）に該当する場合には、当該特定役員退職手当等の金額を「摘要」の欄

に記載すること。

(4) 「特別徴収税額」の項には、法第41条第１項及び第328条の５第２項の規 (3) 同左
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定により徴収される税額を記載すること。

(5) 「勤続年数」の項には、法第50条の３第２項及び第328条の２第２項の規 (4) 同左

定によりその例によるものとされる所得税法施行令第69条又は第70条の規定

により計算した勤続年数を記載し、その計算の基礎を「摘要」の欄に記載す

ること。また、自己が支払う退職手当等又は法第50条の３第２項及び第328

条の２第２項の規定によりその例によるものとされる所得税法第201条第１

項第１号に規定する支払済みの他の退職手当等の全部又は一部が特定役員退

職手当等に該当する場合には、これらの規定によりその例によるものとされ

る所得税法施行令第71条の２第２項に規定する特定役員等勤続年数及びその

計算の基礎を「摘要」の欄に記載すること。

(6) 次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に掲げる事項を「摘要 (5) 同左

」の欄に記載すること。

(ｲ) 法第50条の３第２項及び第328条の２第２項の規定によりその例による

ものとされる所得税法施行令第70条第１項第１号の規定の適用がある場合

同号に規定する前に支払を受けた退職手当等に係る期間及び同号に掲げ

る金額の計算の基礎

(ﾛ) 法第50条の３第２項及び第328条の２第２項の規定によりその例による

ものとされる所得税法施行令第70条第１項第２号の規定の適用がある場合

同号に規定する重複している部分の期間及び同号に掲げる金額の計算の

基礎

(ﾊ) 法第50条の３第２項及び第328条の２第２項の規定によりその例による

ものとされる所得税法施行令第71条の２第４項第１号の規定の適用がある

場合 同号に規定する前に支払を受けた退職手当等に係る期間及び同号に

定める金額の計算の基礎

(ﾆ) 法第50条の３第２項及び第328条の２第２項の規定によりその例による

ものとされる所得税法施行令第71条の２第４項第２号の規定の適用がある
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場合 同号に規定する重複している期間及び同号に定める金額の計算の基

礎

(7) 法第50条の３第２項及び第328条の２第２項の規定によりその例によるも (6) 同左

のとされる所得税法第30条第５項第２号の規定の適用を受ける者については

、その旨を「摘要」の欄に記載すること。

(8) その退職手当等の支払を受ける者が提出した法第50条の７第１項及び第3 (7) 同左

28条の７第１項に規定する退職所得申告書に、法第50条の７第１項第１号及

び第328条の７第１項第１号に規定する支払済みの他の退職手当等がある旨

の記載がある場合には、その支払済みの他の退職手当等の支払者の氏名又は

名称並びにその支払済みの他の退職手当等に係る(2)及び(3)に規定する事項

を「摘要」の欄に記載すること。

(9) 「支払者」の欄中の「個人番号又は法人番号」の欄には、退職手当等の

支払者の個人番号又は法人番号（番号法第２条第15項に規定する法人番号を

いう。）を記載すること。なお、個人番号を記載する場合には、左側を１文

字空けて記載すること。

改 正 後 改 正 前

第12号の４の３様式備考 第12号の４の３様式備考

１ この計算書は、「種類」の欄の種類の異なるごとに各別に作成し、提出する １ 同左

こと。

２ ｢非課税｣の欄の｢その他｣の欄の｢支払額｣の項には、利子割が課されない次の ２ この計算書の記載の要領は、次によること。

ものについて記載すること。 (１) ｢非課税｣の欄の｢その他｣の欄の｢支払額｣の項には、利子割が課されない

(１) 所得税法第10条第１項に規定する障害者等の少額預金の利子等及び租税 次のものについて記載すること。
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特別措置法第４条第１項に規定する障害者等の少額公債の利子 イ 所得税法第10条第１項に規定する障害者等の少額預金の利子等及び租税

(２) 租税特別措置法第４条の２第１項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄の 特別措置法第４条第１項に規定する障害者等の少額公債の利子

利子等及び同法第４条の３第１項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄の利子 ロ 租税特別措置法第４条の２第１項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄の

等 利子等及び同法第４条の３第１項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄の利

(３) 所得税法等の規定により非課税とされる当座預金の利子、こども銀行の 子等

預貯金の利子等、オープン型の証券投資信託の収益の分配のうち一定のもの ハ 所得税法等の規定により非課税とされる当座預金の利子、こども銀行の

、公益信託の信託財産につき生ずる利子、納税準備預金の利子及び納税貯蓄 預貯金の利子等、オープン型の証券投資信託の収益の分配のうち一定のも

組合預金の利子 の、公益信託の信託財産につき生ずる利子、納税準備預金の利子及び納税

貯蓄組合預金の利子

(２) 「摘要」欄には、合同運用信託又は特定投資信託以外の投資信託の収益

の分配について法第71条の７第１項の規定により控除した利子割の額がある

場合には、その旨及びその利子割の額を記載すること。

改 正 後 改 正 前

第17号様式別表記載要領 第17号様式別表記載要領

１ 「支払を受ける者」の項の「個人番号」の欄には、給与等の支払を受ける者 １ 「氏名」欄の「フリガナ」の欄には、カタカナで記載してください。

の個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律（以下「番号法」という。）第２条第５項に規定する個人番号をいう

。以下同じ。）を記載してください。

２ 「支払金額」の項の「内」の欄には、その年中に支払の確定した給与等（所 ２ 「支払金額」欄の「内」 には、その年中に支払の確定した給与等（所

得税法施行令第311条に規定する給与等を含む。）の金額のうち、支払報告書 得税法施行令第311条に規定する給与等を含む。）の金額のうち、支払報告書

を作成する日においてまだ支払つていないものについて、内書してください。 を作成する日においてまだ支払つていないものについて、内書してください。

３ 「控除対象扶養親族の数（配偶者を除く｡)」の項の「老人」の欄の「内」の ３ 「控除対象扶養親族の数（配偶者を除く｡)」欄 の「老人」の欄の「内」の

欄には、同居老親等に該当する老人扶養親族の数を内書してください。 欄には、同居老親等に該当する老人扶養親族の数を内書してください。
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４ 「16歳未満の扶養親族の数」の項には、16歳未満（平成 年１月２日以降に

生まれた者）の扶養親族の数を記載してください。

５ 「障害者の数（本人を除く｡)」の項の「特別」の欄の「内」の欄には、同居 ４ 「障害者の数（本人を除く｡)」欄の「特別」欄の「内」欄 には、同居

特別障害者に該当する控除対象配偶者及び扶養親族の数を内書してください。 特別障害者に該当する控除対象配偶者及び扶養親族の数を内書してください。

６ 「非居住者である親族の数」の項には、控除対象配偶者、控除対象配偶者以

外の配偶者特別控除の対象となる配偶者、控除対象扶養親族及び16歳未満の扶

養親族のうちに、国外に居住する非居住者がいる場合には、その数を記載して

ください。

７ 「社会保険料等の金額」の項の「内」の欄には、小規模企業共済等掛金の額 ５ 「社会保険料等の金額」欄 の「内」 には、小規模企業共済等掛金の額

に係る控除の額を内書し、「社会保険料等の金額」の項の金額のうちに所得税 に係る控除の額を内書し、「社会保険料等の金額」欄の金額 のうちに所得税

法第196条第２項に規定する社会保険料の金額（以下７において「国民年金保 法第196条第２項に規定する社会保険料の金額（以下５において「国民年金保

険料等の金額」という。）が含まれている場合には、「国民年金保険料等の金 険料等の金額」という。）が含まれている場合には、「摘要」欄

額」の欄に国民年金保険料等の金額を記載してください。 に国民年金保険料等の金額を記載してください。

８ 控除対象扶養親族若しくは16歳未満の扶養親族が５人以上いる場合又は配偶

者特別控除の対象となる配偶者がいる場合には、「摘要」の欄にはそれぞれ次

により記載してください。

(イ) 控除対象扶養親族又は16歳未満の扶養親族が５人以上いる場合

５人目以降の控除対象扶養親族又は16歳未満の扶養親族の氏名を記載し

てください。氏名の前には括弧書きの数字を付し、「５人目以降の控除対

象扶養親族の個人番号」及び「５人目以降の16歳未満の扶養親族等の個人

番号」の欄に記載する個人番号との対応関係が分かるようにしてください

。（例「（１）氏名」）

また、16歳未満の扶養親族である場合には、氏名の後に（年少）と記載

し、５人目以降の控除対象扶養親族又は16歳未満の扶養親族が国外に居住

する非居住者である場合にはその旨を記載してください。

(ロ) 配偶者特別控除の対象となる配偶者がいる場合
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配偶者特別控除の対象となる配偶者の氏名を記載してください。氏名の

前には括弧書きの数字を付し、「５人目以降の16歳未満の扶養親族等の個

人番号」の欄に記載する個人番号との対応関係が分かるようにしてくださ

い。（例「（２）氏名」）

また、氏名の後には（配特）と記載し、当該配偶者が国外に居住する非

居住者である場合にはその旨を記載してください。

９ 租税特別措置法第41条の２の２第１項の規定（以下９において「特例規定」 ６ 租税特別措置法第41条の２の２第１項の規定（以下６において「特例規定」

という。）の適用がある場合には、「住宅借入金等特別控除の額の内訳」の欄 という。）の適用がある場合には、「摘要」欄には

にはそれぞれ次により記載してください。 次により記載してください。

(イ) 租税特別措置法第41条の２の２第１項に規定する当該申告書に記載され (イ) 同左

た金額（以下（イ）において「住宅借入金等特別控除可能額」という。）が

、その年分の所得税法第190条第２号に掲げる税額を超える場合には、住宅

借入金等特別控除可能額を記載してください。

(ロ) 給与等の支払を受ける者が特例規定の適用を受けた者である場合（（ハ (ロ) 給与等の支払を受ける者が特例規定の適用を受けた者である場合（（ハ

)に規定する場合に該当する場合を除く。）には、特例規定の適用に係る家 )に規定する場合に該当する場合を除く。）には、特例規定の適用に係る家

屋を居住の用に供した年月日（当該年月日が東日本大震災の被災者等に係 屋を居住の用に供した年月日（当該年月日が東日本大震災の被災者等に係

る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条の２第１項の規定による租 る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条の２第１項の規定による租

税特別措置法第41条の規定の適用に係る家屋を居住の用に供した年月日で 税特別措置法第41条の規定の適用に係る家屋を居住の用に供した年月日で

あるときは、その適用を受けた旨及び当該年月日）及びその者の住宅の取 あるときは、その適用を受けた旨及び当該年月日）

得等（同条第１項に規定する住宅の取得等、同条第10項に規定する認定住

宅の新築等又は同法第41条の３の２第１項若しくは第５項に規定する住宅

の増改築等をいう。(ハ)において同じ。）が特定取得（同条第５項に規定

する特定取得をいう。(ハ)において同じ。）に該当する場合には、その旨

を記載してください。 を記載してください。

(ハ) 給与等の支払を受ける者が二以上の居住年（租税特別措置法第41条第１ (ハ) 給与等の支払を受ける者が二以上の居住年（租税特別措置法第41条第１

項、第６項若しくは第10項又は同法第41条の３の２第１項若しくは第５項に 項、第３項若しくは第５項又は同法第41条の３の２第１項若しくは第４項に
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規定する居住年をそれぞれ一の年とする場合におけるこれらの居住年をいう 規定する居住年をそれぞれ一の年とする場合におけるこれらの居住年をいう

。以下(ハ)において同じ。）に係る住宅の取得等 。以下(ハ)において同じ。）に係る住宅の取得等（同法第41条第１項に規定

する住宅の取得等、同条第５項に規定する認定住宅の新築等又は同法第41条

の３の２第１項若しくは第４項に規定する住宅の増改築等をいう。以下(ハ)

に係る住宅借入金等の金額（同法第41条第１項に規定する において同じ。）に係る住宅借入金等の金額（同法第41条第１項に規定する

住宅借入金等の金額、同条第６項に規定する特例住宅借入金等の金額、同条 住宅借入金等の金額、同条第３項に規定する特例住宅借入金等の金額、同条

第10項に規定する認定住宅借入金等の金額又は同法第41条の３の２第１項若 第５項に規定する認定住宅借入金等の金額又は同法第41条の３の２第１項若

しくは第５項に規定する増改築等住宅借入金等の金額をいう。以下(ハ)にお しくは第４項に規定する増改築等住宅借入金等の金額をいう。以下(ハ)にお

いて同じ。）について特例規定の適用を受けた者である場合には、当該住宅 いて同じ。）について特例規定の適用を受けた者である場合には、当該住宅

借入金等の金額につき異なる居住年ごとに区分し、当該区分をした居住年ご 借入金等の金額につき異なる居住年ごとに区分し、当該区分をした居住年ご

との特例規定の適用を受けた旨（同条第１項又は第５項 との特例規定の適用を受けた旨（租税特別措置法第41条の３の２第１項又は

の規定により特例規定の適用を受けた場合には、その旨）、特例規定 第４項の規定により特例規定の適用を受けた場合には、その旨）、特例規定

の適用に係る家屋を居住の用に供した年月日及び当該住宅借入金等の金額の の適用に係る家屋を居住の用に供した年月日及び当該住宅借入金等の金額の

合計額並びに当該住宅の取得等が特定取得に該当する場合には、その旨を記 合計額 を記

載してください。 載してください。

（ニ） 給与等の支払を受ける者が租税特別措置法第41条の３の２第１項又は （ニ） 給与等の支払を受ける者が租税特別措置法第41条の３の２第１項又は

第５項の規定により特例規定の適用を受けた者である場合（（ハ）に規定す 第４項の規定により特例規定の適用を受けた者である場合（（ハ）に規定す

る場合に該当する場合を除く。）には、その旨を記載してください。 る場合に該当する場合を除く。）には、その旨を記載してください。

10 「新生命保険料の金額」、「旧生命保険料の金額」、「介護医 ７ 「摘要」欄の「新生命保険料の金額」、「旧生命保険料の金額」、「介護医

療保険料の金額」、「新個人年金保険料の金額」及び「旧個人年金保険料の金 療保険料の金額」、「新個人年金保険料の金額」及び「旧個人年金保険料の金

額」の欄には、その年中に支払つた「生命保険料の控除額」の欄の金額に係る 額」の欄には、その年中に支払つた「生命保険料の控除額」欄の金額 に係る

新生命保険料の金額、旧生命保険料の金額、介護医療保険料の金額、新個人年 新生命保険料の金額、旧生命保険料の金額、介護医療保険料の金額、新個人年

金保険料の金額又は旧個人年金保険料の金額をそれぞれ記載してください。 金保険料の金額又は旧個人年金保険料の金額をそれぞれ記載してください。

11 「旧長期損害保険料の金額」の欄には、地方税法等の一部を改 ８ 「摘要」欄の「旧長期損害保険料の金額」の欄には、地方税法等の一部を改

正する法律（平成18年法律第７号）附則第５条第５項及び同法附則第11条第５ 正する法律（平成18年法律第７号）附則第５条第５項及び同法附則第11条第５

項に規定する長期損害保険契約等に該当する控除の額がある場合におけるその 項に規定する長期損害保険契約等に該当する控除の額がある場合におけるその
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年中に支払つた当該長期損害保険契約等に係る当該各項に規定する旧長期損害 年中に支払つた当該長期損害保険契約等に係る当該各項に規定する旧長期損害

保険料の金額を記載してください。 保険料の金額を記載してください。

９ 「摘要」欄の「16歳未満扶養親族」の欄には、16歳未満（平成 年１月２日

以降に生まれた者）の扶養親族の数を記載してください。

12 「控除対象配偶者」、「控除対象扶養親族」及び「16歳未満の扶養親族」の

欄の「個人番号」の欄には、それぞれ控除対象配偶者、控除対象扶養親族又は

16歳未満の扶養親族（以下12において「控除対象配偶者等」という。）の個人

番号を記載してください。また、控除対象配偶者等が国外に居住する非居住者

である場合には、その旨を記載してください。なお、控除対象配偶者等の「氏

名」の欄の「フリガナ」の欄は、不明の場合は空欄としてください。

13 「５人目以降の控除対象扶養親族の個人番号」の欄には、５人目以降の控除

対象扶養親族の個人番号を記載してください。個人番号の前には「摘要」の欄

において氏名等の前に記載した括弧書きの数字を付し、氏名等との対応関係が

分かるようにしてください。（例「（１）個人番号」）

14 「５人目以降の16歳未満の扶養親族等の個人番号」の欄には、５人目以降の

16歳未満の扶養親族又は配偶者特別控除の対象となる配偶者の個人番号を記載

してください。個人番号の前には「摘要」の欄において氏名等の前に記載した

括弧書きの数字を付し、氏名等との対応関係が分かるようにしてください。（

例「（２）個人番号」）

15 「未成年者」の欄には、給与の支払を受ける者が平成 年１月 10 「摘要」欄の「未成年者」の欄には、給与の支払を受ける者が平成 年１月

３日以降に生まれた者であるときに、○印を付けてください。 ３日以降に生まれた者であるときに、○印を付けてください。

16 「寡婦」の欄の「特別」の欄には､平成 年12月31日現在にお 11 「摘要」欄の「寡婦」の欄の「特別」の欄には､平成 年12月31日現在にお

いて給与の支払を受ける者が法第292条第１項第11号に規定する寡婦のうち同 いて給与の支払を受ける者が法第292条第１項第11号に規定する寡婦のうち同

号イに該当する者で､扶養親族である子を有し、かつ、前年の合計所得金額が5 号イに該当する者で､扶養親族である子を有し、かつ、前年の合計所得金額が5

00万円以下であるものであるときに、○印を付けてください。 00万円以下であるものであるときに、○印を付けてください。
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「 「

17 の欄には、該当欄に○印を付け 12 「摘要」欄の の欄には、該当欄に○印を付け

」 」

てください。 てください。

18 「支払者」の項の「個人番号又は法人番号」の欄には、給与支払者の個人番

号又は法人番号（番号法第２条第15項に規定する法人番号をいう。）を記載し

てください。なお、個人番号を記載する場合には、左側を１文字空けて記載し

てください。

19 ※印の欄には、記載しないでください。 13 同左

明 大 昭 平 明 大 昭 平


